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令和８年度外国人材受入企業マッチング支援事業実施業務仕様書（案） 

 

この仕様書は、長野県（以下「県」という。）が行う外国人材受入企業マッチング支援事業の

業務を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。  

 

１ 業務名 

外国人材受入企業マッチング支援事業実施業務 

 

２ 業務の目的 

県内企業と監理団体・登録支援機関等とのマッチング機会の提供や、外国人材活躍の好事例

発信等を通じ、県内企業における外国人材の適正な受入、定着と活躍ができる環境づくりを支

援する。 

さらに、県内の外国人留学生を中心とした高度外国人材と県内企業の出会いの場を設けるこ

とにより、高度な知識や技術を有する外国人材の県内企業への就職促進・定着を目指す。 

 

３ 履行期間 

委託契約締結日から令和９年３月31日まで 

 

４ 委託契約書 

  別紙のとおり 

 

５ 業務内容 

（１）マッチング支援デスクの運営業務 

  受託者は、外国人材の採用を希望する県内企業からの相談に応じ、適切な監理団体・登録支

援機関等とのマッチング機会を提供するマッチング支援デスクを運営する。 

  ア マッチング候補先となる監理団体・登録支援機関等の決定 

  (ｱ) 受託者は監理団体・登録支援機関等（以下「機関等」という。）の情報収集を行い、

原則として以下の条件を満たす機関等を県内企業とのマッチング候補先として決定す

る。 

   ① 職業安定法（昭和22年法律第141号）第30条第１項に規定する有料職業紹介事業の許

可、同法第33条第１項に規定する無料職業紹介事業の許可、又は、労働者派遣法（昭和

60年法律第88号）第５条第１項に規定する労働者派遣事業の許可を受けていること。 

② 日本国内に活動拠点があり、担当者が常駐していること。 

③ 申請を行う日の前日から過去１年間、労働関係法令の違反を行っていない事業者であ

ること。 

④ 宗教団体や政治活動を主たる活動の目的とした団体ではないこと。 
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⑤ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て及び民事再

生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。 

⑥ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ａ 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認めら

れる者 

ｂ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められ

る者 

ｃ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者 

ｄ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

る者 

ｅ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れる者 

ｆ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用している

と認められる者 

⑦ 監理団体においては、初回の許可年月日から１年以上が経過していること。また、登

録支援機関においては、登録支援機関登録簿における登録年月日から１年以上が経過し

ていること。 

   ⑧ 直近１年以内において、機関等としての支援実績が10件以上あること。 

   ⑨ 対応可能言語が２か国以上あること（日本語、英語は除く）。 

  (ｲ) マッチング候補先の機関等は、15社以上（うち３社以上は県内に本社が所在する機関

等）を確保すること。 

  (ｳ) マッチング候補先となる機関に対しては、本事業の内容を説明し理解を得ること。 

  イ 県内企業からのマッチング相談への対応 

  (ｱ) 外国人材の採用を希望する県内企業から、電話、メール等によりマッチング支援に関

する相談を受け付ける。 

  (ｲ) 電話・メール等の手法による相談対応により把握した状況に応じて、アのマッチング

候補先から適当と思われる機関等（複数可）を決定し、相談のあった企業名、担当者

名、連絡先、相談内容及びその他参考となる事項を伝え、機関等から直接企業へ連絡の

うえ外国人材の受入れに関する提案を行うよう依頼する。 
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      なお、この場合の外国人材の受入れに関する提案の内容は、機関等が紹介可能な外国

人材の属性（国籍・業種・資格等）及び機関等のサポート内容等とし、個々の外国人材

の紹介を行ってはならない。 

  (ｳ) 相談のあった企業に対しては、機関等から提案があること等、マッチングまでの流れ

を説明し理解を得ること。 

  (ｴ) 企業が(ｲ)の提案を受け入れた場合は、機関等と直接契約を行い、外国人材の紹介や受

入れに関する支援を受けるものとする。 

  ウ マッチング結果の把握 

受託者は、マッチング候補先の機関等と定期的に連絡を取り合い、イ(ｲ)の結果、企業

と機関等との契約及び人材紹介の有無、実際に外国人材の採用に至ったかどうか、採用し

た場合はその後の受入れ支援の状況を把握する。 

（２）企業向けセミナーの開催 

   受託者は、外国人材受入れにあたっての不安の解消、適正受入れについての意識醸成を図

るとともに、人材の定着・活躍につなげることを目的とするセミナーを、以下の条件により

開催すること。 

  ア セミナーは年４回以上実施すること。 

  イ セミナーに参加する県内企業は、各回20社以上の参加を目標とすること。 

  ウ セミナーは、オンラインでの実施を基本とし、県内企業が参加しやすいシステムを選定

して実施すること。 

  エ セミナーの内容は、外国人材を既に受け入れている企業や機関等による事例紹介等、県

内企業の外国人材の適正な受入れと、受け入れた人材の定着・活躍促進につなげることの

できるものとすること。 

  オ １回は、外国人材に対する日本語や技能教育、キャリアパスの構築、「共に働く仲間」

として受け入れる意識醸成の必要性を啓発する内容とすること。 

  カ 受託者は、セミナーの講師との打合せを行い、必要な資料準備等を行うこと。 

  キ セミナーは申込制とし、申込者の管理及び当日の招待URL等の手配や申込者への配信等

運営全般については受託者が行うこと。 

  ク セミナー終了後、参加企業に対してアンケートを実施すること。アンケート内容は県と

調整の上決定すること。 

（３）外国人材の好事例発信 

   県内企業における外国人雇用の意識醸成及び県外・国外に居住する外国人材に、長野県で

働き暮らすことの魅力を発信するため、以下の条件により取材・映像作成を行うこと。 

 ア 県内企業における外国人材受入れの好事例を２件以上選定し、企業側と外国人材側双方

から同意を得たうえで取材（インタビュー）を行うこと。取材内容の概要は以下のとおり

とする。 

  (ｱ) 外国人材へのインタビュー 
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    ・ベトナム国籍及びインドネシア国籍の外国人材へインタビューすること 

    ・来日過程、勤務の感想（職場環境、コミュニケーション）、長野県に来た理由 等 

    ・インタビューは日本語で行うこと 

  (ｲ) 受入れ企業のインタビュー 

    ・採用過程、受入れにあたっての環境整備、受入れの感想 等 

  イ 取材内容について、５分程度の映像にまとめること。なお、映像には、日本語、ベトナ

ム語、インドネシア語の字幕をつけること。 

  ウ 上記イの電子データについては、県公式ホームページ等に掲載するため、県へ提出する

こと。 

（４）キャリアフェアの開催 

以下のとおり、県内留学生等が県内企業の魅力を発見すること及びインターンシップの

参加につなげることを目標に、留学生等と企業との出会いの場となるイベント（キャリア

フェア）を年に２回開催する。開催時期及び開催場所については県と協議の上決定するこ

と。 

なお、開催のうち、１回は県が会場を用意するため、受託者における会場の確保及び費

用負担は要さない。 

ア 対象者 

  県内大学・専門学校等及び北陸地方の大学の留学生、JETプログラム参加者、経験者

（県外に在住している者を含む） 

イ 出展者 

長野県内企業（長野県内事業所による採用を実施している長野県外企業を含む） 

ウ 開催場所 

対面開催を原則とし、参加者が参加しやすい会場とすること。 

エ 出展者の募集 

(ｱ) 信州留学生就職促進コンソーシアムに参加する企業を中心に、長野県内企業・団体

等（長野県内事業所による採用を実施している長野県外企業・団体等を含む）を募集

すること。 

(ｲ) 応募が多数寄せられた場合は、地域・業種のバランスを考慮し、県と協議の上選定す

ること。 

(ｳ) 出展企業の目安は各回20社程度とする。 

オ 参加者の募集 

(ｱ) より多くの留学生等の参加を促すため、ホームページ等で周知広報を行うこと。 

(ｲ) 参加者数は75名程度（１回）、50名程度（１回）とする。 

(ｳ) 応募が多数寄せられた場合は、県と協議の上対応すること。 

カ 内容 

(ｱ) 出展企業等が、参加者に対して説明・相談できるブースを設けること。ブース規格や
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仕様については県と事前に協議を行うこととする。 

(ｲ) その他事業者の提案によるもの。 

キ 運営 

 (ｱ) キャリアフェア当日には、イベント運営を円滑に行うために必要なスタッフを確保

し、配置すること。 

(ｲ) キャリアフェア終了後、参加者に対してアンケートを実施すること。アンケート内

容は県と調整の上決定すること。 

（５）広報業務 

ア 受託者は、チラシ等を用いて、県内企業等に本事業における取組内容を周知し、活用を

促すこと。 

イ 受託者は、ホームページを作成し、本事業の周知や県、関係団体等の必要な情報を掲載

すること。また、ホームページには上記（１）のマッチング候補先の機関等を随時募集し

ている旨を明記すること。 

 

６ 成果目標 

  マッチング支援デスクへの相談件数 年間240件 

 

７ 県への報告 

（１）事業実施計画書 

業務委託契約締結時に、事業実施計画書及び実施体制表（様式任意）を県に提出すること。

なお、事業実施計画書等に変更がある場合は、あらかじめその内容について変更後事業計画書

等を添えて県に協議すること。 

（２）事業実施報告書 

  受託者は次の事項について、事業実施報告書（様式任意）を毎月原則として翌月10日までに

県に提出すること。なお、令和９年３月分の報告書は令和９年３月31日までに提出すること。

また、月報とは別に実施状況に関する報告を求める場合があるのでその都度報告すること。 

  ア マッチング支援デスクへの相談件数及び相談内容 

  イ マッチング支援デスクへの相談のうち、相談者が監理団体・登録支援機関等からの提案

を希望した件数 

ウ 把握したマッチング結果の実績 

(ｱ)企業と機関等との契約の有無 

(ｲ)機関等から企業への人材紹介の有無 

(ｳ)企業が実際に外国人材の採用に至ったかどうか 

(ｴ)企業が外国人材を採用した場合はその後の受入れ支援の状況 

エ 各種業務等（キャリアフェア、セミナー、好事例発信等）の実施状況（実施内容、参 

加企業数等） 



6 

 

８ 事業実施上の留意事項 

（１）受託者は、相談のあった企業に対して紹介手数料等対価の支払いを求めてはならない。 

（２）受託者は、本事業の趣旨への理解や利用の促進を図るため、業界団体、経済団体等関係機

関への周知を図るとともに、関係機関の理解と協力を得られるよう努めること。 

（３）受託者は、企業等に対し、本事業は県の委託事業である旨、自社ホームページへ掲載する

など、広く理解と周知を図るよう努めること。 

（４）在留資格に関する手続きの相談があった場合は、長野県外国人材受入企業サポートセンタ

ーの相談窓口を案内すること。 

（５）個人情報の保護（取得・保護・管理）については十分に注意し、流出・損失を生じさせな

いこと。 

（６）本事業の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用

してはならないこと。また、委託業務終了後も同様とする。 

（７）本事業の実施上知り得た企業情報等の管理については、情報セキュリティマネジメントシ

ステム（ISMS）及びプライバシーマークの認定を受けた管理手法又は同程度の情報セキュリ

ティの確保を行うこと。 

（８）受託者は、本事業により新たに作成する成果物の著作権は、著作権法第21条から第28条ま

でに規定する権利（著作権）を県に無償で譲渡するものとする。受託者は、県の書面による

事前の同意を得なければ、著作権法第18条から第20条に規定する権利（著作者人格権）を行

使することはできない。 

（９）受託者が変更となった場合でも円滑に運営・ホームページの更新が継続できるよう、委託

期間終了後においても円滑な移行に協力すること。 

(10）完了報告に基づく成果の確認の結果、目標が達成されていない場合において、悪意がある

場合若しくは達成されない程度が甚だしい場合又は委託契約の内容若しくはこれに付した条

件に違反した場合は、委託費の全額又は一部を減額することとする。 

（11）本事業の実施に要した費用について、支出内容を証する関係書類を整備し、会計帳簿とと

もに業務委託の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、いつでも閲覧に供することが

できるよう保管すること。 

 

９ その他 

（１）受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ

委託者と協議の上、承認を得ること。  

（２）この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは、その都度協議するも

のとする。 


